
（関連分野） 

農林水産業 

（事業の名称） 

 食品小売機能の強化 

（関係省庁名） 

農林水産省 

事業の概要 

（事業内容） 

中小食品小売業の有する機能の高度化を図るため、中小食品小売業者が、

国産農林水産物の活用を増大させるとともに、自らが所属する商店街の活性

化に貢献する「食品小売機能強化等計画」を策定し、①販売商品の付加価値

向上や②食品販売サービスの機能強化の取組を行う場合に、その取組に必要

な設備・機器をリース方式で導入する経費の一部を助成。 

-販売商品の付加価値向上は、付加価値を高める食品の製造・加工、イート

イン（店内飲食提供業務）等を行う取組。 

-食品販売サービスの機能強化は、生鮮三品の複数の取扱い、産直販売、宅

配サービスや出張型車両販売等を行う取組。 

 

（関係者の役割） 

・ 市町村：実施主体への委託等 

・ 都道府県：都道府県基金からの市町村への助成、市町村への全般的な相談・

助言等 

・ 国：食品小売機能高度化促進事業の全般やカリキュラム作成等に関する相

談・助言等 

（事業展開に必要となる事項・規制緩和など） 

（期待される効果） 

定性的効果：農商工の連携の取組により、農林水産物の安定的な供給と中小

食品小売業の発展が不可欠。このため、消費者ニーズに対応した販売商品の

付加価値向上を図るとともに、食品販売サービスの機能強化により、利便性

の高い商店街の振興と農林水産業の発展が図られる。 

（先行事例） 

（期間後の取扱い） 

（関係省庁担当者連絡先） 

農林水産省総合食料局流通課 課長補佐 廣川 / 係長 池畑 

電話番号：03-3502-7659（直通）/ ファックス：03-3502-5336 

 


